
2025/3/30集会 共通番号いらないネット：原田 

これからどうする？ マイナ保険証 

[１]「マイナ保険証はなくても大丈夫」から「マイナ保険証を使うのは止めよう」へ 

 マイナ保険証強要に対する闘い（※詳しくはいらないネットのスタッフブログ参照） 

 ・2019年6月マイナンバーカード全住民所持方針⇒マイナポイントでの普及が限界に 資料２ 

   ⇒2023年3月タイムリミットへ健康保険証を人質に⇒保険診療の危機として顕在化 

 ・医療ＩＤによる医療情報連携を目ざす厚労省の思惑 資料３ 

 ・2022.10.13河野記者会見｢2023年秋保険証廃止｣⇒｢義務化｣阻止の闘い⇒｢資格確認書｣導入 

 ・トラブル多発(医療現場＋ひも付け誤り)⇒2023.8.8「資格確認書」交付緩和と登録解除導入 

 ・2024.5-6健康保険法等省令改悪反対のパブコメ＝8/30結果 53,028件の意見のほとんどが反対 

   省令改悪は阻止できず butマイナ保険証利用促進一辺倒の宣伝を若干修正させた 

 ・2024/12/2健康保険証新規交付終了（失効しなければ有効期限まで最大1年間利用可能） 

  「マイナ保険証はなくても大丈夫」を宣伝しない政府に代わって訴え 

 ・ 「年年(2025)はマイナ保険証と資格確認書のどちらを使うのかを決めてもらう１年に」(厚労

省医療介護連携政策課長 ＮＨＫ2024/12/28)⇒マイナ保険証を選ばないための訴えが重要に 

[２]マイナ保険証の現状 

 １）マイナ保険証の状況 

  利用率は抑えられている。登録者増加は落ち着く。登録解除拡大はハードルが高い 

  ・登録率 約84％（マイナ保険証登録／マイナカード保有者 1月末時点） 資料４ 

       人口比 登録者8224.7万人(２月末時点)／12488万人≒65.8％ 

  ・マイナ保険証利用率の推移    資料５ 

    2月26.62％←1月25.42％←12月25.43％←11月18.52％←10月15.67％←9月13.87％ 

  ・マイナ保険証利用登録解除 

    10/28～11月13,147件 12月32,067件  1月13,212件 2月10,724件  計69,150件 

 ２）マイナンバーカードの普及状況  資料７・８ 

   ・保有枚数 97,357,253枚 人口に対する保有枚数率 78.0％ 

   ・１日あたり申請受付件数 2/24～3/2 43,319⇒3/10～16 50,714 増加傾向 

           2月42,280←1月37,057←12月42,351←11月55,826←10月43,814←9月29,421 

   ・2025年よりマイナンバーカードの更新が開始(10回目の誕生日まで)、電子証明書の更新 

   ・マイナカードの所持・提示の既成事実化が広がっている（就労、本人確認･･････） 

    マイナ保険証ごり押しやひも付け誤りで、マイナカードへの疑問・反発も拡大 

  ３）オンライン資格確認等システムを拡充し｢全国医療情報プラットフォーム｣資料９     

    医療ＤＸのための医療法改正案（2025/2/16閣議決定・国会提出） 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html 

     ・電子カルテ情報(３文書６情報)の医療機関での共有等を可能に 

        ・医療情報の二次利用の推進のため、医療介護ＤＢの仮名化情報の利用・提供 

        ・社会保険診療報酬支払基金を医療ＤＸの運営母体として整備 

           ・厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定 



[３]これからどうする？ 

１）マイナ保険証をめぐる議論の整理 

 ①健康保険証廃止による問題（取得・管理・利用の困難、申請必要、不便に・・・） 

 ②マイナンバーカード利用による問題（持ち歩きによる個人情報心配、更新必要・・・） 

 ③オンライン資格確認等システムの問題(不正確な表示、医療機関への強要、医療情報利用) 

２）健康保険証廃止に対しどうするか 

 ・2025年7～9月に後期高齢者医療保険証・市区町村国民保険証の有効期限が到年 

  マイナ保険証が有る人には、登録解除を呼びかける･･････が 

   登録解除手続きはハードルが高い、勘違いして医療機関を受診して混乱が起きるおそれも 

    ⇒（暫定的に）全被保険者に資格確認書を交付させる働きかけができないか 

   ※健康保険証の存続等を求める地方議会意見書 2025/2/14現在少なくとも228地方議会 

 ・2025.12.1健康保険証が廃止 

   健康保険証の復活を求めるか、「資格確認書」の活用・改善を求めるか 

    立憲民主党「保険証復活法案」（マイナ保険証併用法案）を衆院提出（1/28） 

３）「資格確認書」をどうみるか 

  ・予定していなかった⇒2022.10記者会見後に「稀な事情でマイナ保険証がない人」対策で 資料10 

  ・2023年法改正で「資格確認書」を新設    資料11 

  ・トラブル多発を受け、「政策パッケージ」で、当分の間「資格確認書」の要件緩和  資料12 

  ・法令の本則に戻れば、交付対象者が限定され、交付には申請が必要に 

４）マイナンバーカード利用拡大･･････情報連携の危険性、マイナカード不使用の選択肢 

 マイナ保険証問題はマイナカード強要との攻防の分水嶺⇒今後の動向を左右 

 ・本人確認事務での「マイナカード原則化」（施行規則改正）←非電子的な確認方法の存置 

 ・マイナ運転免許証（3/24）開始･･････取得は任意＝運転免許証は継続、併用も可能 

   国際免許に使えない、カーシェアに使えない、マイナカードと運転免許の更新のズレ 

 ・市区町村の「市民カード」･･････デジタル田園都市国家構想補助金で普及はかる 資料14 

 ・在留カード等とマイナカード一体化(特定在留カード等)･･･2026年6月から２年以内 資料15 

 ・介護保険証とマイナカード一体化･･････介護情報基盤づくり  資料16 

 ・2026年「次期マイナンバーカード」に移行 

５）オンライン資格確認等システム・医療ＤＸに対して 資料17～21 

 ・システムに起因する不正確な表示が続く間は、「試行運用」として健康保険証と併用を 

 ・医療機関等への利用義務化を止めさせる 

 ・医療介護健診情報の一元集中管理を止めさせ、自己情報コントロール権を保障させる 

   医療情報の共有や閲覧に不安をもつ人は多い  資料22 

※今国会に提出のマイナンバー利用拡大法案（2025.3.7国会提出) 

 ・国家資格等管理システムの拡大（司法書士､公認会計士､技術士､教員､電気工事士等44資格） 

 ・出入国管理及び難民認定法による外国人の出入国又は在留の管理に関する事務（別表31の4） 

 ・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による避難住民の誘導､被災者

の救援・医療関係者に対する実費弁償､安否情報の収集・提供､損害の弁償（別表114・115） 
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